
令和２年度（第３回）鳥取市介護保険等推進委員会 

 

日程：令和２年１０月３０日（金）午後１時３０分～３時３０分 

場所：鳥取市役所本庁舎 ６階第３、４会議室 

出席者：≪委員≫ 

岩城隆志委員長・田中彰副委員長・竹川俊夫委員・相見貴明委員・竹本英行委員・竹本

匡吾委員・足立誠司委員・目黒道生委員・清水真弓委員・橋本京子委員・山本雅宏委員・

林哲二郎委員・濱﨑由美委員 

（欠席：多林康子委員・安住慎太郎委員・長谷川ゆかり委員・野澤美恵子委員・垣屋稲二

良委員） 

    ≪事務局≫ 

長寿社会課 

 

１．開  会 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．議  事 

（１）第８期計画期間における介護保険料について 

  ①介護保険料の算出方法と推移 

 

（委員長） 

 ①介護保険料の算出方法と推移ですが、御質問なり、確認しておきたいというような御意見が

ありましたら。 

 

  ②鳥取市の人口及び認定者数の推計 

 

（委員長） 

 御質問、御意見ございましたら。こういうところは、今まで７期とか６期の推計っていうのは、

大体正確な数字になっていますか。 

（事務局） 

 認定者数ですとか高齢者人口などにつきましては、７期のほうの推計、ほぼ大きな差はないよ

うな実績値となっておりました。 

（委員長） 

 はい。８期も推定した数字が大体出てくるだろうというところです。 

 

  ③施設整備の考え方 



 

（委員長） 

 施設整備の考え方について、御意見、御質問がありましたら。 

（Ｄ委員） 

 特養の整備ではなく、介護付きの有料老人ホームの整備っていうことで、大変なるほどなって

いう感じがしてたんですけど、特養よりは比較的要介護度の平均が軽い方が利用になるというこ

とになると、医療との連携とかっていうことも不安を感じますし、１か所で１００名という大変

地域に与える影響も大きい巨大な施設を建設することになると思うんですけども、される事業者

さんの考え方によっては、大丈夫かなというようなことを、不安を感じないではありません。よ

く救急車の、あまりそういう介護の事業経験が少ないところとかが、大きな事業所の経験がない

ところが運営されると、頻繁に救急車を呼ばれたりとか、これはどうなんだろうと思うような事

業運営される、最初の頃に何年かそういう時期があるっていうようなこともあったりするので、

その辺りのところは、ある程度指定の段階でかなり厳しい面の、また抱え込みで、結局、中に入

居されている人が、全く地域と関係ない暮らしをしているっていうようなことも起きてしまうこ

とが容易に想定されるんじゃないかなと思うんですね、大きな施設になってしまう辺り。その辺

りのところも事業者の姿勢というのを、かなり踏み込んだところまで確認していただきたいな

と、ぜひとも思うところです。 

（事務局） 

 かなり大きな施設になると、そういった懸念があるということで、御意見頂きました。今回示

させていただいておりますこちらの特定施設、例という形で１か所というような書き方をさせて

いただいておりますが、実際、決定しまして、整備を進める段階になりましたら、公募の仕方に

つきましても、１００名分を１か所というやり方もあるかと思いますが、人数を１００名以内の

ところで複数事業所を応募するようなやり方もあるかと思いますし、また、形態につきまして

も、介護認定を受けておられない方も含めた混合型の施設というような整備の仕方も考えられま

す。実際の公募のは、そういったところも考えながら、公募のほうを進めてまいりたいと思いま

すし、先ほど頂いた意見なども、選定に当たりましては、十分注意しながら進めてまいりたいと

思います。 

（副委員長） 

 はい。今回のこの第８期での特定施設の拡充というんですかね、整備ですか、今まで鳥取市そ

のものは、これに関して非常にネガティブな意見を持っておられたんじゃないかと思うんです

よ。なぜ許可されないのかっていうのは、結構、事業者から出ておりましたけど、今回変わった

のは、国からそういうふうな方針の転換があったからですか。今までの市の基本的な姿勢と、今

回の提案が違うなと、その辺教えていただけたらと思います。 

（事務局） 

 こちらの特定施設については、今回は広域型ということでの御提案をさせていただいています

が、前回の第７期でも、地域密着型という形態での整備のほうを提案させていただいておりま

す。参考のところなどにも書かせていただいておりますが、実際、特別養護老人ホームなどとの



比較したところ、特定施設のほうの整備を進めるほうがよろしいのではないか、また、全国の他

都市ですとか、中国５県の県庁所在地の整備状況などとも比較しながら、全国平均、もしくは、

中国地方の県庁所在地の平均に近づけていくような整備を進めていこうという考え方で、第７期

よりこの特定施設の入居者生活介護ですね、介護付き有料老人ホームの整備に向かっていくとい

うような方針で来ております。第７期、実際になかなかこの状態の公募では応募がない状況でし

て、実際に第７期のほうでも、公募する圏域のほうの見直しですとか、そういったところもしな

がら募っておるような状況でありましたが、今のところ応募がないという状況です。第８期につ

いては、そういった面も考慮しながら整備を広域型ということで進めていきたいと、第７期に引

き続いての鳥取市の方針として、この特定施設のほうに向かっていくというふうな取組というこ

とで考えております。 

（Ｇ委員） 

 特定の施設のことではないのですけども、小規模多機能のほうのことでもよろしいでしょう

か。各中学校区１個以上ということを目指して、気高中学校区にもう一度いうことだとは思うの

ですけれども、実際のところ、小規模多機能の利用率というか稼働率というのは、どれぐらいな

のかを把握しておられるでしょうか。 

（事務局） 

小規模多機能の稼働率ですが、今資料を確認しておりますので、少々お待ちいただけたらと思

います。 

（委員長） 

 その間に、Ｉ委員の質問を受けていただけますか。 

（Ｉ委員） 

特養は、一定程度整備が進んでいるので、新たな整備は行わないという考え方について、これ

は、私は違う考え方なんですけども、待機者が、例えばグループホームでは上に書いてあるよう

な数字ですけども、特養のほうの待機者のほうが多いですよね。要介護３の人をひっくるめると

１０２名も待機者がいるのに、施設整備を行わないということについては、私はどうかなと思う

んです。今、論議がありましたように、有料老人ホームだとか、サ高住とかを特養に転換する方

向にかじを切ったみたいなことになるんではなくって、それももちろん必要なんでしょうけども、

今、在宅で介護や医療は本当にカバーできるような状態にない重度というか、要介護が非常に厳

しい方たちが、行く場がないということで、病院や、あるいは中間医療施設で、行き先を探すの

に苦労しておられる方が非常に多いというふうに聞いているんですね。行き場がない、行き先が

ない、在宅ではとても見れないっていう。じゃ、その人たちが、この特別養護老人ホームがもう

満床がずっと続いてるために、行き場がなくて困ってるっていう状態を解消するという意味では、

やっぱり１か所程度というか、その部分の待機者を解消する程度の特養は、９期を待たずしてや

るっていう考え方のほうが、当を得てるんではないかというふうに私は思うんです。もちろん、

財政的なこともあるでしょうけども、その全国的な比率、割合で見ても全国平均をもう下回って

しまったと、中国５県とほぼ横並びになったっていうのは、老人県と言われる鳥取が、特養の施

設が以前は物すごく整備が進んだ県として、全国の高位に位置してたと思うんですが、それが今



や全国平均を大幅に下回り、中国５県と同程度になってしまったっていうのは、全く整備をしな

かったことによるのではないかと思うんです。 

だから、今回の計画の中で、必要としてる要介護者の施設っていうのは、特別養護老人ホーム

じゃないかなあっていうふうに私は思うんです。だから、整備がされていて、整備が進んでるの

で、このほかの施設からの特養転換を奨励するっていう政策では、要介護者の受皿っていうのが、

鳥取市でつくれないんじゃないかと私は思います。考え方がそういうことであるとすると、やっ

ぱりちょっと違うんじゃないかなあと思いますので、強く要望をしておきたいと思います。 

（委員長） 

 どうですか、コメントできますか。 

（事務局） 

 もしよろしければ、ほかの委員さんのほうのこの特養の施設について、整備について御意見を

伺わせていただけるとありがたいと思っております。 

（委員長） 

 いかがでしょう、御意見のある方、質問でも結構です。 

（Ａ委員） 

 議論を拝見していて、私なりに思うところが１つあります。この施設整備の考え方、サービス

をどれだけ増やしていけばいいのかとか、その辺りというのは、私、地域課題とか地域性ってい

うのが反映されてこないとおかしいのではないのかなと思っているんですが、何か人口推計を前

提に、あるいは全国平均を前提に多い少ないが語られているところがあって、実態が見えないな

という印象があります。個人的には、地域包括支援センターが今後、数も増えていく予定ですし、

より細かく地域の実態が見えてくるはずなので、そういう現場からの声、一体どの資源が足りて

いないのかとか、どういう施設をどういう形で増やしたらいいのかとか、そういう形でいろんな

議論が出てきてしかるべきだと思うんですが、もし、その辺り、今把握されている情報があれば、

教えていただきたいですし、逆に、ないとすれば、今後、ぜひそういう視点で、各地域包括支援

センターから具体的な政策提言が出てくるような、そういう配慮をしていただきたいなというと

ころがあります。 

もう一個、別な話がありまして、私が今いろいろと現場を拝見していると、障がい者の入所施

設というのが大変高齢化が進んでいるというふうに理解しています。そこが、将来介護保険の施

設になり得るのか、今、厚労省が共生型サービスということを言い始めて、相乗り型でサービス

やったほうがいいんじゃないのって言うんですね。もともと、障がい者と介護保険は統合させよ

うっていうのが厚労省の狙いではありますけれども、そういった何か視点で、今後施設整備の考

え方っていうのが出てくるのかどうなのか、その辺もちょっと市としてのお考えを伺いたいなと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

（委員長） 

 どうですか、その小多機の稼働率から、１つずつやっていきたいと思うんですけど。 

（事務局） 



 はい。小規模多機能のほうの稼働率なんですけれども、おおむねですが８４％前後で推移して

いるというような状況のようです。 

また、特養のＩ委員さんからの御意見ですけども、この５８名の待機者の受皿といいますか、

行き先のほうを確保するのが重要なところではないかというような御意見だったかと思います。

特定施設のほうの説明の中で、少し触れさせていただいている部分もあるんですが、この特定施

設のほうも、様々な介護度の方が入所しておられるという中で、要介護３以上の方ですね、特養

の入所対象になる方の御利用割合につきましても、１０ページ真ん中のほうに、介護度別の利用

者割合なども載せさせていただいておりますが、地域密着型と広域型の施設、それぞれございま

すが、それぞれにつきまして、要介護、例えば４、５につきましても、地域密着型ですと４３％

ぐらいですか、ございますし、特定施設広域型のほうにつきましても、３３％ぐらいの方が要介

護４、５で、この特定施設のほうを御利用されておられるということで、人数にしまして、１０

０人整備したところの５８人全ての方を、ここの中で、理論上は吸収という形にはなりませんが、

大部分のところを、こちらの特定施設のほうでも、要介護４でも入居していただいて、そちらの

ほうで生活していただくというのは可能ではないかというふうなところで、特定施設のほうの整

備を進めていこうというような考えで、ちょっと今回のところの御提案といいますか、施設整備

の考え方についてお話しさせていただいております。 

先ほど委員さんのほうから、もう決定みたいなところで、ここで話しても遅いのかもという御

意見ありましたが、もちろん、そんなことはなくて、ここで頂いた御意見を基に、そういった整

備のほうを考えていくというところで、こちらの考えで決定というようなものでは当然ございま

せんので、様々な意見のほう、委員さんのほうから頂きまして、その中でどういった施設整備を

進めていくのが最もいいのかというところを決めていきたいと考えております。 

Ａ委員から頂きました御意見のほうで、地域課題ですとか、地域の特性、そういったところを

踏まえた上での施設整備が必要ではないかということで、こちらにつきましては、なかなかそこ

のところを反映した施設整備ということには、今回のこの資料の中ではなっていない状況ではあ

るんですが、この介護計画のほう作成するに当たりまして、ニーズ調査ですとか、在宅介護の調

査なども、アンケートなど行っておりまして、そういったところの中では、在宅での生活の志向

が高いのではないかというような傾向も見受けられるところはあるんですけども、今後は、そう

いったところのアンケートなども踏まえながら、また、先ほどお話ありました地域包括支援セン

ター等、今後どんどん進めていきますそういった地域での取組ですね、そういったところからの

御意見も頂きながら、施設整備のどういった施設の種類、種類の施設が本当に必要なのかといっ

たところのニーズを拾い上げて、考えていく必要があるというふうには考えております。 

また、障がい者施設の共生型サービスにつきましては、こちらの施設整備の考え方のほうでは、

具体的に共生型サービスのほうをどういった整備をしていくというふうな考えのほうを掲載させ

ていただいてはおりませんが、介護保険事業計画の中に、サービスの見込み量という中の１つの

項目で、共生型サービスにつきましても、第７期のほうでも、第７期につきましては、まだ制度

がよく確定してない部分もございましたので、もう文章だけの記載というふうにはなっておりま

すが、そこにつきまして、第８期について、どこまで具体的な数字のところが出せるか、実際に、



もう共生型サービスのほう始めておられる事業者さんはいらっしゃいますので、少なくとも現在

の実績のところを出させていただくことはできるんですが、そこを受けて、今後の予定というと

ころ、そういったところに踏み込んで数字のところを書けるかどうか、そういったところも、こ

れから８期の計画を出されるに当たって、検討させていただきたいというふうに思っております。 

（Ｅ委員） 

 感じたのが、施設整備の考え方の基本が、全国と県の基準がある程度表に出されて、整備計画

が立ってるようにも感じて、従来の意見がどのように反映されてるのかが見えにくいなというと

ころと、地域包括ケアシステムの中で、最後まで住み慣れた家を目指していくっていう、鳥取を

目指していくようなお話を聞いてたんですけども、在宅介護っていう視点が、この施設整備の中

にどのように組み込まれていっていくのか、そして、量的な問題に対するその施設整備は分かる

んですけど、質をどういうふうに担保していこうと考えておられるのか。入居者が幸せって、豊

かな最後を暮らすっていうところが最終目標だと思うんで、その人たちがどのように暮らしてる

のか、建物は建てたけど、中身がっていうところを多分、Ｄ委員は心配されてるところですけど、

質の評価についてはどういうふうに考えとるかっていうのをお聞かせいただければ。 

（事務局） 

 施設整備の中で、在宅との関連といいますか、在宅での生活とのところを、こう施設整備の中

でどう考えていくかというところかと思いますが、在宅での生活がなかなか難しくなってきた場

合に、地域密着型等で、認知症グループホーム等整備進めまして、そちらのほうで入所されると

いうような考え方もあるかと思いますし、小規模多機能などにつきましては、在宅生活を続けな

がら、こういったサービスを利用されて、できる限り地域での生活を続けていくというところで

の施設整備ということで、考えさせていただいておるところではございます。 

また、施設のほうの質の担保というお話もございましたが、次回の委員会で、実際のそれぞれ

施策、取組について御提案させていただくことになるんですが、そこの項目の中で職員の方の、

介護の方の質の向上といったところに対する取組についても、検討するように考えているところ

もあります。そこの中で、実際の介護職員さんの確保というのもありますが、職員さんの質の向

上について、市としてどう取り組んでいけるかということを、施策の展開の中で考えさせていた

だければ、職員さんの質の向上イコール施設自体の質の向上につながるというふうにも考えられ

ますので、どういったことが取り組んでいけるかっていうのを考えていきたいというふうに考え

ております。 

（Ｅ委員） 

 職員の質も大事なんですけど、利用者あるいは利用された御家族が、どう感じているかってい

うのの評価もあったほうがいいのかなと思います。 

（Ｉ委員） 

さっき市の見解をお伺いしたんですけども、特定施設で、ある程度カバーできるかもしれない

ということがあるかもしれませんけども、本質的に、特養と、いわゆる有料老人ホームのような

ところとは、利用料なり経済的な基盤というのが全然違う、利用者によっては、行きたくても特

定施設には入れないっていうレベルの人も、かなりおられるんですよね。食費や居住費を含めれ



ばかなりの金額になって、年金暮らしではとても支払えない、それが１か月や２か月、病院に入

院するということであれば、何とか捻出できるけれども、生涯そこに住み続けられるようなこと

で払おうと思うと、とてもじゃないけど払えないっていう人たちのための特養が、昔は無料で入

れた、今はそうはならないっていう中で、今でも特養がそれなりの、ほかの施設と違った受皿に

なる施設として位置づけられてるんじゃないかと思うんです。 

だから、特養を整備するっていうことと、特定施設を造っていくっていうこととは、また別の

次元の問題として捉えていく必要があるんじゃないかなと思いますので、特養は、待機者が依然

として増えてる、このままでは解消できないんじゃないかっていうふうに思います。先ほどＡ委

員が言われましたけども、現在置かれてる介護を要する人たちの実態というのがどうなのか、特

養には手挙げがしたくてもできないと、特養がないからしょうがないっていうことで、諦めてる

人たちもおるんだろうと思うんですよ。 

だから、その辺のとこを含めて、ここで言われてる在宅待機者っていうのは、非常に限定され

た人たちのレベルの人たちであって、もっと広く言えば、たくさんの人たちが特養入所を希望し

てる人がいっぱいおると思うんです。それを全部、施設で賄うなんていうのは、とてもできませ

んから、一定の制限がかかっておるというのはやむを得ないにしても、ここまでやっぱり待機者

がいるのに、それは整備されたからっていう形で整備しないというのは、やっぱり何とかしなく

ちゃならないんじゃないかっていうふうに私は思います。以上です。 

（Ｆ委員） 

いろんな先生方がお話しされてましたけども、気になった点というか、今後どういったビジョ

ンで、鳥取市の施設だけではなくて、在宅も含めて、居宅も含めて、どういった特徴づけをして

いくかというとこで、先ほどありましたその平均値、これもあくまで１つの指標だとは思うんで

すけども、出されて部分でいくと。それでいくと、分布というか、鳥取の特徴として施設が多い

とか、在宅のほうが少ないとか多いとかいうふうなとこの分布で見てみると、全国の中でどうい

った特徴づけがあるのかっていうふうなのがあって、その中で、どういった方向性を目指されて

いるのかなっていうのが知りたいなということで、医師会のほうは、総合政策研究機構のほうが、

こういった全国の二次医療圏ごとのデータも出されていますので、そういったとこから特徴づけ

ができたら、ちょっと分かりやすいかなと思いますが、その分析でいくと、居宅が強いとか、診

療所が強いとか、訪看が強いとかっていう分類がある程度出せるようなことになっていましたの

で、鳥取市として、施設だけじゃなくて居宅を含めてどういったことか、そう考えると今後、老

老介護とか独居がの方が増えてくる推理も立ちますので、単純に、これまでの平均で、推計で合

うのかどうかというところも必要かなと。 

あと、さっきの特養のことになりますけども、要介護４、５が非常に増えていきますので、そ

れでいくと、令和２２年まで、今後２０年間で考えましても、倍増近くまで行きますので、そう

考えると、施設のほうも、もうこれまでの取組とは違って、より特徴づけというのは、議論は正

しい方向かなというふうに感じました。質問じゃなくて感想というか、はい。 

（Ｂ委員） 



 小規模多機能についてお尋ねしたいんですけど、この気高が事業所が廃止されたということで、

既に、１年半ぐらい事業所が廃止になって経過してるんですけども、そもそもこの事業所が廃止

された理由を教えていただきたいということと、じゃあ気高がゼロだから埋めるというのが、も

し気高以外のほかのエリアが希望してきたときに、受けるのかっていうとこもちょっと確認した

いです。極端な話、鹿野や青谷が、もう一か所建てたいということであれば、この気高だけしか

駄目なんだよという考え方なのか、そこも聞かせてほしいということと、１年半、利用者の方が、

どこかのサービスを受けていたと思うんですけども、その撤退したときの利用者の行方というの

もどうだったのかなと。特定施設入居者の生活介護も、応募がありませんでしたということです

が、なぜ応募がなかったのかという背景も、事業所なりの原因があると思うので、お聞かせいた

だけたらと思います。 

（委員長） 

 私の一般論として、小多機の苦しいのは、小多機で利用される方の要支援１、２の方と３の方

との、３以上の方で、１か月の利用料が１０万円違うんですよ、楽にね。それで、小多機って月

ぎめで、２９人がいっぱいなんですけども、１、２の方で構成されて、通いのデイサービス機能、

宿泊機能、訪問ヘルパー機能をケアマネが考えて、回数がかなり多いサービスの人たちが、２９

人のうち、例えば２０人で構成したとしますよ。そうしたら、加算の問題で、月に（訪問を）４０

０回以上行くとどうっていう経営的な問題もあって、サービスはやるんですけど、やっぱり十二、

三万円の安いと。だのに、何回も行くと。途中で、介護度の３以上の方が来られたときに、月ぎ

めですから、介護度が高い人のほうが本当は支援の回数なりって増えると思われますよね。とこ

ろが、１、２の方が独占されていると、実際にはサービス量がたくさん要る３、４、５の方のサ

ービスがうまくいかないので、大変経営的に適切なサービスができないというようなことで困る

という点があります。 

それから、経営が成り立たないというか、途中で休業をよくされるところが全国的にあるんで

すけど、グループホームは、介護職員とケアマネでいいんですけども、小多機は看護師が配置な

んですよ、常勤で。それで、常勤の看護師が辞めてしまうと運営できませんから休業しますとい

うのは割合都会でよくある話です。 

その３つの機能で、本当に地域包括ケアの一番の目玉なんですけども、一番の問題になってる

のは、やっぱり介護保険料の格差が大き過ぎると。グループホームというのは、１～５まであん

まり変わらないんです。それで、看護師は要りません、ケアマネジャーと介護職だけですから、

職員の定着率も非常にいいんです。小規模多機能の小多機って、朝の７時頃から送迎したりする

ことがあるんですよね。家族さんが通勤前に迎えに来いと、そういうのを全部受けてしまったと

きに、職員が、定着率が悪くて。それで小さい事業所って、割と職員が相談して辞めるんですよ。

それでうまくいかないっていうようなことがあるので難しいと。新しい事業所をやろうと思った

ら、私、７期のときからずっと言っていますけど、鳥取は、とにかく中古の住宅も狭いし、土地

を買ってやろうと思えば、市街地調整区域の縛りがかかってるというのが少し難しいなと思いま

す。 



もう一つ言わせていただくと、さっきの特養の話、鳥取市が認可ができるのは、地域密着型特

養の２９床以下ですよね。それで、あと県ができる広域型がある。地域密着型の特養は経営が成

り立ちません。だから国のほうでは、鳥取に一番多い多床室型を改装したりとかユニット型に変

えたりするというのを国も進めとるのですけど、その話と、特養のもう一度再配置みたいなこと

ができない理由は、首都圏で稼働率が５０％切ってる特養がいっぱいあるからです、介護職にな

らないから。だから、ここに出てる数字というのは、たくさん鳥取にあるとか都会のほうが多い

とかっていうのは、それは表に出てくる数字で、稼働しているベッドというのは、鳥取のほうが、

鳥取は９８％以上特養が稼働してるんですよ。しかも、特養の配置基準で、介護職は３：１なん

ですよね。３：１っていうのは、３人の利用者に１人介護職がいるんですけども、そんなのでや

っているところなんて１個もないです。２：１以上でやっています。それで、私のところは非常

に休みも多いので、１２０日以上公休があるので、１．８人に対して１人で介護職を雇ってやっ

てるので、新たなその条件で新たなものをやれって言われたときには、定員増で対応するかなっ

ていうような感じになるというのが現実なので、その辺りの問題もあります。 

ただ、特養が介護度３になってから、待機者がたくさんいるというのは実感がないです。いざ

入られませんかって言ったら、登録人数の２０番目ぐらいの方で、入りますってすぐ返答される

方が１人いるかいないかっていうのが、最近の現実です。登録は、取りあえずしときますと。だ

けど、いざとなって入れますよって言って、すぐ来られる方というのは、少なくなりました。 

もっと問題だと思っているのは、サ高住の夜間のサービスです。ヘルパーのサービスって、夜

の１０時以降できないんですよ。サービス付き高齢者住宅っていうのは、ヘルパーなりがいて、

ヘルパー料金払えばサービスできますって言うけど、ヘルパーは１０時以降できないということ

は、おしめ交換ができないから、サービス高齢者住宅に入って介護度の高い人が、おしめ交換が

できなくて、あふれてしまって、家族さんが毎朝布団の交換に行くなんていう話はざらにある話

なんです。だから、今みたいな小さなサービスを増やしたり、在宅を進めるのは、ヘルパーのそ

の稼働できる時間であるとか配置の、例えば外部特定の問題、施設の問題とか要望とか経費なん

かとか、ケアハウスなんかでも、その施設単位とか在宅でも、本当はそのヘルパーが利用できれ

ばいい問題があります。それから、小多機やグループホームには、一番の問題は、看取りがあれ

ばもっと人が安心できるんですけど、看取りのない施設は、入れても皆さん安心されないので、

本当に地域包括ケアの中で、看取りが小多機でもできる、グループホームでもできるっていうこ

とになれば、もっと安心されると思うんですけど、いろんな課題があります。 

ただ、組合せとしては、特養が今こういう状態で国のほうはストップかかっています。だから、

鳥取市がこういう状態であるならば、やっぱり有料とかに頼る以外ないなっていうのは、経営し

ている者の実感としてあります。ちょっと長くなりました。 

（Ｄ委員） 

 先ほどのＢ委員の質問のことについては、気高のほうにあった事業所さんのことなので、私の

聞いてる範囲ということで。小多機なんですけど、地域の利用者さんはほとんどおられなかった。

実際には、その上に住んでおられる有料老人ホームの利用者さんが登録者だったと聞いています。



その後の利用者さんの処遇については、他の入居施設に変わられたという理解でよろしいかなと

思っています。 

それと、気高のほうに計画的に、なぜ配置する必要があるかってことなんですけど、基本的に

小規模多機能は、その中学校圏域っていうか、日常生活圏域に対して、市町村が責任を持って計

画数を決めるっていうのが建前になっていまして、それについて計画数を決めた後で、それが規

定のところが達成するために、総合確保基金の補助金とかを使って、建物とか施設を整備するの

に対する補助を出すと。ただ、ここに入っていなくても、手を挙げることは可能なんですね。手

を挙げてやりたいって言って、それを拒否することは鳥取市としてはありません。ただ、それに

ついては建物を整備する上での補助金は出ないというだけのことというふうに理解していただい

たらなと思います。 

それと、先ほど委員長さんが言われたような小多機の問題点というのは確かにあるんですが、

今の国の介護給付費の分科会の流れだと、要介護１、２については、報酬をほかの３、４、５と

あまり差をつけないような形の方向性で議論されてるようなので、出方を見ようかなと思ってい

ます。 

（Ｄ委員） 

 それと、看護師の配置のことなんですけども、一応、准看護師さんでもいいし、パートさんで

もいいという、最低基準でいけば。加算を取ろうと思ったら、正看が必要です。 

（事務局） 

先ほどのその気高の小多機の件で、気高の事業所さんが廃止されたというのは、法人の運営方

針といいますか、先ほどＤ委員が言われたように、有料老人ホームをされていました。あと、障

がい者の福祉サービスとか、障がい児のサービスもしておられて、今そこの法人さんは、その場

所では、介護のほうは全て撤退されて、障がいのサービスのみをやっておられて、運営法人さん

の方針というものもあっただろうと思いますし、委員長さんも御説明されたように、職員さんの

確保も難しかったことも伺っております。補足させていただきました。 

（Ｇ委員） 

 すみません。小規模多機能のことを聞かせていただいたのは、実際これが施設ではなくて、在

宅の扱いになるからお伺いしたんですけども、今は、ここは施設整備の考え方なのでちょっと違

うかもしれませんけれども、施設を幾つ造るとか、どうするっていうのも大事なんですけども、

それに基づいて、在宅、どうしたら在宅でみんなが過ごせるかっていうことを、もっともっと考

えないと、この数字っていうのが、実際と何か乖離してくるような気がしたもので。私も実際、

小規模があまり稼働してないちょっと印象がありまして、なぜ使いにくいのかとか、そういうこ

ともきちんと考えないといけないし、小規模以外にも在宅で、私もちょっと実際ケアマネしてい

て、担当している人が、結局、限度額いっぱいいっぱい使っても在宅ではもう無理となると施設

を考えるとか、そういう個々の事情がいろいろあるんですけども、そこをある程度吸い上げてき

て、どうしたらみんなが在宅でできるかっていうところをきちんと考える前提で、やっぱりこの

施設のほうをどうするかっていうことを考えていただきたいなと思って、ちょっとお伺いしまし

た。以上です。 



（Ｈ委員） 

 施設の整備のその予測値で気になることがありまして、待機者のところの数字で必要な人数の

計算をされておられるんですけども、新たに悪くなっていかれる方の予測数値というのがないこ

とが、１つどうなのかなというのと、もう一つ、施設は用地買収してから建てるまで、１年じゃ

建たないですよね。多分、３年近くはたつ。そうすると、この８期の計画で予測をしないといけ

ないのは、結局、後期高齢者が増えていく令和７年以降に、どれだけの施設が要るのかを予測値

を立てた上で、この８期のうちに建てる必要があるのかないのかを判断していかないと、この８

期の待機者、３年間だけの数字だけを見て施設整備計画をつくるというのは、危ないのじゃない

かなと思う。もう少し先の一番後期高齢者が増えていく令和７年度以降に、本当にこういう施設

の必要な方が何人出てくるのかによって、令和５年までに要るのか、要らないのかという判断を

していかないと、この３年間だけの人数を見てて、施設整備が要るか、要らないかといったとこ

ろで、３年間の間に、多分、施設整備できないと思うんですよ。今の数字を見ると、今のままで

いいのかなと思ったりはするんですけども、実際に、この８期の間に施設を整備をしないといけ

ないことを判断するのは、一番後期高齢者が増える令和７年以降に、本当で必要なのかというこ

とを、推測値がないので、この期間に造るのか、造らないのかっていう判断が、難しいんじゃな

いのかなと思いますので、ちょっとその辺、もし、もう一度、係数計算ができるんだったら、し

てもらう、してみてもらうことができるのかなという、ちょっと御質問です。 

（事務局） 

 今のこの整備の考え方が、現在の待機者のみで考えているんではないかということでの御質問

だったかと思います。こちらのほうの資料のつくりとしましては、現在の待機者の人数を解消す

るために施設整備をというつくりにはなってるんですが、おっしゃられたように、将来的な利用

者になられる想定の高齢者の方ですとか、そういった推定も見ながら考えている計画ということ

になります。この令和７年ですね、２０２５年問題に向けて計画を進めていくというのは、この

介護保険事業計画の肝になるところでもございますので、この将来の高齢者数の推移なども見な

がら、将来的にここでピークを迎えて、そこから先は落ちていくんだというような推計がある際

に、このタイミングでこの施設を、こういった施設をこれぐらい整備するのが妥当なのかどうか、

そういったところも判断した上で、施設整備は考えていかなければならないとは思っております

が、今後のこの高齢者の推移を見てみますと、しばらくは右肩上がりで続いていきますし、そう

なっていくと今現在の待機者の方は、最低でも受皿として整備量っていうのは確保していかなけ

ればならないと考えております。その先のところも考えて、今から建てておくんだと、施設整備

の量を考えていくんだというような御意見だったかと思うんですけども、そこも含めて、この現

在示させていただいている整備量で考えていただけたらと思っております。また、この出現率に

つきましては、ある程度先を見越した上で、現在の利用者の方の待機の解消と、両方の面で考え

た上でのこう計画だということで御理解いただけたらと思います。 

（副委員長） 



 市の出されたこの資料、数字に基づいて推測ができるような、いいデータだなと私は思ってお

ります。ただ、これ数字なんですよ。ですから、今までの推測値と現実がどれだけ食い違ったの

か、入っておればよかったかなと思います。 

それと、今、国が自助・共助・公助、絆ですと言っています。２０年前は、国民は高齢者介護か

ら解放されて、それは国の仕事だと言ったんですよ。全然違いますよね。私が言いたいのは、今

頃こんなことを言うなよっていうのが本当のところ。失敗した政策を、もう一回繰り返すのかと。

じゃあ、みんなが自助で助けて、お互いが生きていけますかね。それができないから、介護保険

できたんですよね。そこのもう少し中に入った、１０キロほど中に入ったところなんか、ほとん

ど老人ばっかりですよ。自分が生きるのが精いっぱいですよ。そういう人に隣を助けろとか、ト

ンネル越えたところにあるところの家を助けてやれって、それ無理だよね。共助なんて、鳥取で

は無理ですよ。ましてや、その最後に出た公助。日本の国って、今もう借金だらけですよね。と

いうことで、今さらこんなお題目出してどうすんだっていうのが本当のところ。 

それで、私が言いたいのは、もう一回鳥取は、鳥取で僕らができる、しなくちゃいけない、僕

らの周辺で何ができるのか、助けることはどういうことなのかをもう一回考えて、第８期の計画

をつくりたいなと思います。ただし、ちょっと難しかったのがコロナです。私のところは、特養

にしても老健にしても、厚労省は３：１なんですよ。３：１だけども、実際には、うちは２：１な

いしは１．９：１。もう過剰なって言ったら職員かわいそうだけど、人員で動かしてるんです。

さらに、３０人介護助手として雇用しました。だけど、こんなに高齢者ですから、なくなるとし

たら、その人たちが犠牲になるんですよね。それはやっぱりいけないから、僕は高齢者でリスク

が集中しそうな人たちに辞めていただきました、９月末で。日本で、やっぱりペイド・ボランテ

ィアという、きちっとした、要するに制度をちゃんとようつくらない、行政が。それが問題だろ

うと思いますよ。みんなが最後の最後まで働けるような、社会の構造をやっぱりつくってほしい

なと思います。 

 

  ④介護給付費の見込み 

  ⑤地域支援事業費の考え方 

 

（委員長） 

 それでは、御意見、御質問があれば。 

（Ｄ委員） 

 グループホームの利用者負担軽減事業が、もし、していただけたら大変ありがたいなと思うい

ます。今、うちの事業所のグループホームを利用しておられる方のうち、３人～４人ぐらい、生

活保護の利用をされています。たまたまうちの事業所は、整備のときにお金を出していただいた

経緯もあって、あまり利用者さんに居住費のところで、負担をかけずに済んで、大きな額の利用

増にならずに済んできたんですけど、そろそろ大きな改修をしていく時期になっています。いつ

も感じているのが、実際のところ、生活保護を受けている人がグループホームに入れている事業

所がどれだけあるのかなと。それまでのお金を使い切って、保護に移行して、自分の払える年金



の範囲で利用料として払えれるかどうかで、判断せざるを得ないですけども、保護の受けとられ

る方が実態として、鳥取市内のグループホームに大体のところに入居できるような状況なのか、

それとも、ごく限られたとこしか入れないのか、その辺りのところは一度把握していただきたい

なという気持ちがあります。 

（委員長） 

 これ、今、回答はちょっと難しいですね。 

（事務局） 

 はい。 

（委員長） 

じゃあ、次回までにということでよろしいですか。 

福祉理美容って、特養とかデイサービスにも来られるんですよ。デイサービスに来られて、デ

イサービスの設備や光熱水費を使って営業されても、デイサービスはその間、請求できないんで

す、福祉理美容は営業行為をされるけど。それで、光熱水費も設備も全部福祉理美容だと。デイ

サービスはとにかくそういうことで、実はあまり喜んでないと。私、特養の所長をしていたとき

は、場所がなくてロビーの一角でやってたんですけども、専用の部屋をわざわざ造って。だけど、

福祉理美容の方が来て朝から晩までおられて、対象者は１００人いらっしゃるので、営業行為さ

れるけど、ありがとうって言われたこともないな。在宅の方が云々って説明はあるけれど、やっ

ぱりその辺りも整理されて、こっちも何かちょっと福祉理美容にはあんまり賛成できないなって

思いがあります。ほかの方はありませんか。 

 

  ⑥介護給付費等準備基金の活用 

 

（委員長） 

 質問を頂く前に、この介護給付費等準備基金の適切な積立率、率っていうのかな、鳥取市だと

どれぐらいだとか、どれぐらい取り崩すと介護保険料が上がらないとか、下がるとかというよう

な試算をされていたら、教えていただきたいと思うんですけども。 

（事務局） 

 基金の残高の率について、給付費の何パーセントを積み立てることといったような明確な基準

はございません。ただ、例えば、国保のほうでも基金の基準などがございまして、そこでは５％

というような数字もありました。ちなみに、介護の給付費の５％相当で見ますと、約７億円～８

億円ぐらいがその額になるという試算もございます。 

また、この第７期中に消費税の増税があり、その際には、介護報酬の改定などもございました。

そこら辺のところで、当然、予定していなかった介護報酬増が発生する可能性もありますので、

そういったところに対しての備えも必要だと考えております。ですので、おおむね７億円とか８

億円ぐらいの額というのを基金として残しておいても、１つの目安としていいのかなという考え

方はあるかと思っております。 

（Ｉ委員） 



 最終年度に残高がある場合は、こういうふうな活用ということで、第７期の残額の見込みは立

たないんでしょうか。幾らぐらいになる予定でしょう。 

（事務局） 

 第７期の最終年が今年度、令和２年度ですが、見込みとしましては、令和２年度末でおおよそ

１７億ぐらいの残高になるのではないかという、もう少し、基金残高が増えるような見込みでの

推計というふうになっております。 

（委員長） 

今まで過去最高の残高が出るぞという見込みですよね。これから高齢化があるにしても、かな

り積み立てられましたね。ほかの方はここに、ちょっと取り崩そうよみたいな御意見もあれば。 

（Ｉ委員） 

はい。この基金の活用方法は、保険料の軽減などに、次期の保険料の軽減などに充てるという

のが目的の中に書いてありますよね。だから、やっぱり基本的には、保険料の引下げの方向で活

用すべきだというふうに思うんです。鳥取市の保険料は、鳥取近辺の市町村から見て、そんなに

高くないというような説明がありましたけども、中国地方の４市の県庁所在地の中では、高いほ

うですよね。だから、やっぱりこれだけ基金がたまってる、それは、次期の保険料軽減に充てる

目的だっていうふうに規定されてる以上、保険料の軽減に回すべきだと私は思います。今年の６

月の鳥取市議会で、介護保険等推進委員会で十分検討すると市長がこの基金の活用について答弁

しておられるわけで、この委員会としても、絶対に残しておく必要なものがあれば別ですけど

も、そうでない限りは、やっぱり保険料を、特に、一律じゃなくて１２段階にもしてるわけです

から、そこに適当な形で保険料軽減に充てるべきだっていうふうに私は思います。 

（Ｃ委員） 

先ほどのＩ委員の意見に私も同感です。ぜひ、これは検討していただきたいというふうに思い

ます。以上です。 

（委員長） 

 これは、そういった試算とかはこれからですか。もし、これぐらい取り崩したらみたいなもの

はないんですかね。 

（事務局） 

このたびの計資料を作成するに当たりまして、全体の給付費ですとか、そういったものの試算

をしております。その中で、例えば基金のほうを、先ほど７億～８億ぐらい残すところが１つの

目安としてあるというふうにお話しさせていただいたんですけども、例えば、残った８億円ぐら

いの基金を取り崩した場合というのは、おおむね月額でいきますと４００円、年額で２，０００

円ぐらいの介護保険料の抑制、上がり幅を抑えることができるというふうな試算をしておるとこ

ろでございます。ですので、幾ら残すかというバランス等も考えながら、今頂いた御意見なども

参考にさせていただきたいと思います。 

（委員長） 

この委員会の総意みたいなものは採らなくていいですよね。 

（事務局） 



はい。委員の皆様から、今、御発言いただいた内容を。 

（委員長） 

意見が出ればよいという。 

（事務局） 

 はい。参考にさせていただきますので。 

（委員長） 

では、一応、今出たのは、取り崩して、今後介護保険料が抑制できる方向でということで、よ

ろしゅうございますか、皆さん。はい、ありがとうございました。 

 

（２）地域包括支援センターの運営について 

  ①運営状況報告 

 

（Ｄ委員） 

地域包括支援センターの運営について、やはり、即、中学校区、担当する圏域の中での地域支

援事業を、うまくどうやって機能させていくのかなっていうようなときに、一番の司令塔だと私

は思っています。圏域の中でのその様々な相談機関との連携を果たしながら、国の考えている地

域支援事業の１９ページからあるような内容について、一番その圏域の中で、どういうふうにそ

れを充実させていくのかを個別のケースの中から考えていくという観点で、包括の役割は大きい

と思います。やはり、どういう役割を包括として担っていくのか、地域デザインの観点で求めら

れてることについては、鳥取市さんとして整理を考えていただきながら、どういうことを成果と

して求めていくのかっていうことのビジョンは、はっきり示していく必要があると思います。や

はり委託すると、法人さんのそれぞれの考え方とか、力の入れようによって、または人材によっ

て、大きくそのアウトプットが変わってしまうので、その辺りのところについては、やはり基幹

型を残している鳥取市さんとして、いい先導役になりながら、あるべき包括っていうものの姿っ

ていうのをしっかり示していただきたいなと思います。 

もう一つは、１１ページ見ていただいたように、その小規模多機能とか看多機の整備につい

て、もし、気高のほうに新たにそろうことができたら理想的なというか、見ていただいたように

包括の業務と、小多機や看多機が運営する部分っていうのは、かなりの部分は重なる部分があり

ます。改めて、身近な相談機関としての役割、前回の委員会のときにＩ委員がおっしゃったよう

に、その小多機にどういう公的な役割を担うことができるか、鳥取市っていうのは全国にも威張

れるような、小多機の整備で人口比で恐らく全国１位や２位を争うぐらいの整備率で、併せて、

それに対し、単に整備だけにとどまることなく、どうやったらそれにふさわしい役割を持っても

らうことができるか。１つの役割としては、身近な相談機関としての包括との連携のブランチっ

ていう意味での役割、それと、よく今、市社協さんのほうがよく言われている、第３層、一番地

域の住民の人に近い層での協議体の在り方に対しては、運営推進会議っていうものが一石投じれ

るというか、非常に力を持つ可能性がある。併せて、Ｇ委員がおっしゃったような、小規模多機



能とか地域密着型サービスの質の向上とか、質の確保っていう意味でも、運営推進会議の果たす

役割というのは非常に大きいなというのはすごく感じます。 

そうした中で、単に事業所としてのポテンシャルを考えてみても、包括との連携をどういうふ

うに公の位置づけをすることができるかっていうのが、非常に、国のほうの２０４０年の地域包

括ケア研究会の報告書なんかでも書いてあるとこなので、ぜひとも鳥取市さんには、８期の計画

の中にその辺りのところを入れていただきたいなと。５期の頃のこの鳥取市の計画の頃は、鳥取

市の待機者が５００人とか６００人とかあったと思うんですよね、特養の待機者が。それがこれ

ぐらいまで減って期たのは、もちろん計画的に特養を整備してきた、有料老人ホームとかサ高住

が伸びてきたというのもあるんですけども、私は今、小多機の抱えてる利用者さんの軽度化を見

ていきながら、やはり小多機が果たしてきた役割っていうのはあると思うので、その辺りのとこ

ろにはっきりとした姿勢として、公のその地域づくりにあなたたちも協力しなさいよと、はっき

り位置づけていただきたいなというのが希望です。 

（Ｉ委員） 

支援センターの職員数を原則３職種っていうのは分かるんですけども、社会福祉法人等に委託

したっていうこともありますので、できたら支援センターごとに何名配置する予定か、あるいは

現在配置しているのかっていうのを、後でもいいですので、教えてください。 

（事務局） 

はい。今現在、委託に出してる包括支援センターの人数ですけども、鳥取北地域包括支援セン

ターは職員数が７名、鳥取西地域包括支援センターが５名、鳥取東地域包括支援センターが５

名。直営のほうですけど、鳥取こやま地域包括支援センターが１２名、鳥取南部地域包括支援セ

ンターが５名、鳥取西地域包括支援センターが７名、鳥取中央地域包括支援センターが事務職を

含めて２０名、専門職等であれば１７名となっております。以上です。 

（Ａ委員） 

私のほうからお願いになるんですけれども、２６ページで、地域包括支援センターの担当業務

がありまして、こだわるようで申し訳ないんですけど、地域ケア会議推進事業のところを見ると

介護予防のケアマネジメント、一緒に一生懸命やれよっていうメッセージに見えてしまうんです

よね。本来、地域ケア会議に何が想定されていたのかといえば、介護事業のボトムアップだと思

うんですよね。それを考えると、社会資源の開発とか政策提言っていうのは地域包括支援センタ

ーにある重要な任務だと思うんですよ。それをきちんと明記して、こういうことを意識して日頃

から業務やんなさいと。一個一個の事例っていうのは、まさに個々の事例から政策課題を見いだ

していくそのプロセスなんだっていうことを、ちゃんと書かなきゃいけないと思うんです。だか

らその機能を、今までずっと地域包括支援センターはおざなりにしてきてる部分があるので、ち

ゃんと書いて意識してもらって、なおかつ、中央は、各地域包括支援センターにそういう機能も

果たすように指導をしていくっていうことが本筋だと思うので、その点よろしくお願いしたいと

思います。 

（委員長） 

地域福祉計画のときに、Ａ先生が地域診断が必要じゃないかっていう話をされて。 



実は私のところ、包括の委託を今度受けさせていただいて、まさに今の地域ケア会議の３層の

１層目で、こうやって見ると回数があるんだけど。若い頃に学んだのは、地域というのは、福祉

ではエリアではなく、コミュニティーだというようなことを考えてやりなさいというようなこと

でやると、これは、その包括支援センターが管理というか、支援するそのエリアで地域ケア会議

をやられたのかなっていうのと、そのエリアの中のコミュニティーでやられたのかなというの

が、少しデータとして分かりにくいなという。これから私のところは、そういったコミュニティ

ーで、どういう支援があって、どういうものが足りてないかというようなことが、結局は、自分

たちでその地域診断しなくてはいけないなと思うんですけど、地域診断がないところに、例え

ば、認知症カフェが要るかどうかっていうことで、事業を先取りでやりましょうというよりは、

しっかりとその診断をして、コミュニティーっていってもいろいろあるじゃないですか、人のつ

ながり、そういったようなものも、本当は、中央の指示なり指導を仰ぎながら学んでいきたいと

思いますので、また今後もよろしくお願いしたいと思います。 

（Ｆ委員） 

質問ではないんですが、地域ケア会議の話が出たので。地域ケア会議に私自身も参加とか傍聴

したいなと思って調べてみたんですけど、傍聴の仕方が分からなくて。ホームページのほうで、

どうやって申し込んだらいいかとかがあれば、参加したいなと思っています。 

あとは、開催実績が分かると、ほかの方もこう参加しやすいのかなと思うんですけど、傍聴自

体は可能なんですか。 

（事務局） 

傍聴のほうは可能ですので、時期等ですね、また御連絡させていただく形でもよろしいでしょ

うか。 

（Ｆ委員） 

それは、一般的にやってますよって何か出てると。一般住民の方も参加して、地域の中で自分

たちのことだなとかいうふうなことになるのかなというふうに思ったりしました。 

（事務局） 

一般の方の御参加っていうのは、今、コロナの関係等で制限をさせていただいているような状

況です。ケアマネ等の御参加のほうは希望は受けておりますけど、一般参加の方っていうのは、

今現在はお受けしていない状況です。 

 

②指定介護予防支援業務の一部を委託する指定居宅介護支援事業所について 

 

（委員長） 

このことについて、御質問、御意見はございませんか。 

 

４．その他 

（委員長） 

議事はこれで終了いたしまして、４その他、何かございましたら、お願いします。 



 

（事務局） 

※ 次回開催日程のご案内 

 

５．閉  会 

（委員長） 

はい。皆さん、たくさん意見頂きまして、本当にありがとうございました。 

では、これにて閉会いたします。御苦労さまでした。 


